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【開催日】 平成３０年５月２３日 
 

【開催場所】 第１委員会室 
 

【開会・散会時間】 午前１０時～午前１１時４８分 
 

【出席委員】 
 

委 員 長 中 村 博 行 副委員長 岡 山  明 

委 員 奥   良 秀 委 員 河 﨑 平 男 

委 員 水 津  治 委 員 中 岡 英 二 

委 員 藤 岡 修 美   
 

【欠席委員】 

なし 
 

【委員外出席議員等】 
 

議 長 小 野  泰 副 議 長 矢 田 松 夫 

傍 聴 議 員 伊 場  勇   
 

【執行部出席者】 
 

副市長 古 川 博 三 経済部長 河 合 久 雄 

公営競技事務所

長 
上 田 泰 正 

公営競技事務所

副所長 
大 下 賢 二 

公営競技事務所 

主任主事 
長 村 知 明   

 

【事務局出席者】 
 

局 長 中 村   聡 書  記 光 永 直 樹 

 

【審査事項】 

１ 議案第５１号 平成３０年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補

正予算（第１回）について 
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午前１０時開会 

 

中村博行委員長 それでは、定刻になりましたので産業建設常任委員会を開催

したいと思います。今議会からオートレース事業が産業建設常任委員会

のほうに移ってきましたので、まず最初に委員並びに執行部の自己紹介

から入りたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。私は、

委員長の中村です。よろしくお願いします。 

 

岡山明副委員長 副委員長の岡山です。よろしくお願いします。 

 

河﨑平男委員 委員の河﨑平男と申します。よろしくお願いいたします。 

 

奥良秀委員 委員の奥良秀と申します。よろしくお願いします。 

 

水津治委員 おはようございます。委員の水津治といいます。よろしくお願い

します。 

 

中岡英二委員 委員の中岡英二といいます。よろしくお願いいたします。 

 

藤岡修美委員 委員の藤岡修美と申します。よろしくお願いいたします。 

 

上田公営競技事務所長 公営競技事務所所長の上田泰正です。この４月１日か

ら産業建設常任委員会の管轄になります。よろしくお願いいたします。 

 

大下公営競技事務所副所長 おはようございます。同じく公営競技事務所副所

長の大下賢二と申します。よろしくお願いします。 

 

長村公営競技事務所主任主事 おはようございます。公営競技事務所主任主事

の長村知明と申します。よろしくお願いいたします。 
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中村博行委員長 それでは、早速ですが審査に入ろうと思います。議案第５１

号平成３０年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予算第１

回について説明をお願いいたします。 

 

上田公営競技事務所長 今回の補正は、平成２９年度の決算見込みについて、

歳入が歳出に不足する見込みでありますので、地方自治法施行令第１６

６条の２の規定に基づき、平成３０年度の歳入を繰り上げてこれに充当

するものであります。予算書１ページを御覧ください。第１条にありま

すように、歳入歳出総額に、歳入歳出それぞれ１２億７，０００万円を

追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ１０１億１，５６０万８，

０００円とするものであります。予算書５ページ、６ページをお開きく

ださい。歳入では、２款諸収入、２項雑入、１目雑入、１節雑入に歳入

欠陥補填収入として、１２億７，０００万円を新たに計上し、その下の

欄、歳出では、４款前年度繰上充用金、１項前年度繰上充用金、１目前

年度繰上充用金、２２節 補償、補填及び賠償金に前年度繰上充用金と

して、平成２９年度の歳入歳出不足額に充てるため、１２億７，０００

万円を新たに計上しております。 

次に、決算見込みについて、資料その１、その２の御説明をいたしま

す。まず、資料その１について御説明いたします。１の平成２９年度歳

入歳出決算について、平成２９年度の歳入歳出決算見込みは、歳入の７

７億８６万１，０００円と前年度繰上充用金及び基金積立を含む歳出８

９億６，３１７万４，０００円の差引き１２億６，２３１万３，０００

円となります。この「歳入が歳出に不足する額」が、平成２９年度末の

累積赤字見込額となり、繰上充用を行うため、１２億７，０００万円の

補正予算を計上することになりました。２の平成２９年度単年度収支に

ついては、歳入が７７億８６万１，０００円、歳出７８億７，５４１万

７，０００円で、差引き１億７，４５５万６，０００円の減が見込まれ

ます。次に、三つの累積債務について説明いたします。３のＪＫＡ１、

２号交付金猶予分の返済については、平成２９年度には１億４，９００
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万円を返済し、平成２９年度で交付は終了し、残額は０円となります。

４のリース料については、ＪＫＡ１、２号交付金猶予分の返済が終了す

る平成２９年度まで、平準化措置により定まった額の半額を返済にする

ことと調整したことにより、リース料は、平成２９年度には３，８３５

万７，０００円返済し、残額は６億９，０４２万円になっております。

５の累積赤字額については、平成２８年度末で１０億８，７７５万７，

０００円ありましたが、２９年度末の累積赤字見込額は、１２億６，２

３１万３，０００円となります。したがって、６の三つの累積債務の額

については、平成２８年度末で１９億６，５５３万４，０００円ありま

したが、債務解消額１，２８０万１，０００円の解消により、２９年度

末の３つの累積債務の額は、１９億５，２７３万３，０００円となりま

す。７の施設改善基金については、平成２８年度末で４億４，７３３万

８，０００円ありました。平成２９年度には、利息４，０００円を積み

立て、その結果、平成２９年度末の施設改善基金見込額は、４億４，７

３４万３，０００円となります。８の財政調整基金については、平成２

８年度末で１億１，５９６万３，０００円ありました。平成２９年度に

は、利息１，０００円を積み立て、平成２９年度末の財政調整基金見込

額は、１億１，５９６万４，０００円となります。 

次に、資料その２について御説明いたします。開催に係る収支につい

てですが、歳入は、返還金含む勝車投票券売上収入７２億１，７９７万

４，０００円、場外発売事務協力収入３億２，０６６万３，０００円な

どを合計した７５億８，０７９万１，０００円となります。歳出は、②

の義務的経費である勝車投票券払戻金、ＪＫＡ交付金等など５１億７，

９５９万５，０００円と③の開催経費である、競走会業務委託料、場外

発売事務協力費、選手賞金及び市の収益保証額４，３８６万３，０００

円を合計した１８億７，０９３万円と⑤の包括的民間委託料である５億

３，０２６万６，０００円、これらを合計した７５億８，０７９万１，

００００円となります。次に開催以外に係る収支についてですが、⑦の

基金繰入の中の市への収益保証４，３８６万３，０００円は、主に人件

費等の経費になりますが、右側の⑧の固有経費、３，１０６万円、そし
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て地域公益事業の８８７万３，０００円に充当され、残りの差額が累積

債務の解消額になります。次に重勝式に係る収支についてですが、発売

収入１億１，９５５万２，０００円に返還金含めた歳入合計⑭１億２，

００６万４，０００円から、歳出の⑪の義務的経費である重勝式払戻金、

ＪＫＡ交付金の８，４６９万５，０００円、⑫の開催経費である川口他

開催場への負担金、全動協への拠出金１，２１５万２，０００円、⑬の

日本写真判定㈱への発売業務委託料１，４３４万６，０００円の合計を

引いた、８８７万１，０００円が、重勝式に係る収支の収益となり、累

積債務の解消額になります。また、⑧の歳出の中で、ＪＫＡ特例交付金

支払、いわゆる猶予分の返済である１億４，９００万円とリース料返済

３，８３５万７，０００円、前年度繰上充用額（いわゆる平成２９年度

末累積赤字額）の１０億８，７７５万７，０００円を加えた歳出の合計

額と左側の歳入額の差、また重勝式の収支を加えた額が、黒▲の１２億

６，２３１万３，０００円となり、これが平成２９年度末の繰上充用額

（いわゆる平成２９年度末の累積赤字額）となります。一番下の３段の

欄になりますが、一段目にあります、ＪＫＡ特例交付金の支払１億４，

９００万円とリース料返済３，８３５万７，０００円の債務解消額の計

１億８，７３５万７，０００円から、３段目にある、累積債務の解消額

１，２８０万１，０００円を除いた額が２段目の単年度収支額、赤字額

となり、１億７，４５５万６，０００円となります。以上で、補正関係

の説明を終了します。 

    それから次に平成２９年度の各場の売上げの状況でございます。競走

場５番目のところに山陽場が出ております。上段が２９年度で下段が前

年度になります。開催日数が４７とありますが今年の 1 月はＧ２の若獅

子杯が５日間ございましたが、1 日ほど積雪で中止している関係で４７

日になっております。その関係で総車券売上額が約７３億８，５００万

となっておりますが、この中には、先ほど説明しました重勝式の売上げ

が入っております。そうした関係で実際の売上額は、返還金を除いた額

で言いますと、約７１億８９００万でございます。本場の売上額は平成

２８年度は約７７億でありましたので前年度比で９４.１％となってお
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ります。１日平均売上げは１億５，５００万円と多少売上げが下がった

ことによりまして前年度比は９６.２％となっております。ただ他の場

の状況を見ますと、飯塚よりはキープしている状況でございます。それ

から本場入場者数は１日平均が１，４６９人となっておりますが、これ

は山陽場に来るお客さんの人数でございますが、この辺りもいろいろ努

力しながらキープしているところでございます。他場は入場者が減って

いる中で山陽場はいろいろなイベントをしたりと努力をしていましてキ

ープしている状況でございます。飯塚場のみミッドナイト開催をしてお

りますので下には飯塚場のミッドナイトの売上げの状況と、ミッドナイ

トの売上げを除いた場合の売上げの状況を出しております。これが全場

の状況でございます。５場の一番下に合計を出しております。平成２９

年度は山陽だけでなく他の川口、伊勢崎、飯塚でも今年は積雪による中

止が１月、２月でありました。ただ、そういった状況にかかわらず全体

としても何とか平成２８年度の状況を維持している状況です。以上で説

明を終わります。 

 

中村博行委員長 それでは、説明が終わりましたので質疑に入りたいと思いま

すが、予算書のほうは繰上充用の１２億７，０００万だけでありますの

で、全般と考えて質疑に入ろうと思います。その中でまず資料１からい

きましょうかね。予算書含んで資料１までで何かありますか。 

 

河﨑平男委員 ５ページ、６ページの中でお伺いいたしますが、歳出の款につ

いては目的別になっておりますが、オートの補正予算の歳入の款につい

ては諸収入ですよね。歳出については、いきなり前年度繰上充用金とい

うことで本来なら歳出は諸支出金ではないんですか。いきなり繰上充用

金が款項目というふうにありますが、これで正しいんですか。 

 

上田公営競技事務所長 この手続は繰上充用から始まったときから同じような

措置になっているかと思います。そもそも繰上充用については、地方自

治法に基づいて行っております。予算措置については、財政課とも協議
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をしながらやっている措置でございまして、決して間違いではございま

せんので、この措置で問題ないと捉えております。 

 

古川副市長 私どもが出している一般会計、特別会計というのは予算書の書式

につきましては、地方自治法の施行規則にこのような書式が決まってお

りまして、それに基づいて提出させていただいております。それを今所

長が申したということで御理解をいただきたいと思います。ですから、

今河﨑議員さんが若干分かりづらいと言われることの御指摘はございま

すが、これは地方自治法施行規則の様式に基づいて提出させていただい

ているということを御理解いただけたらと思います。 

 

河﨑平男委員 議案の５１の説明のところにでも２１年度の決算見込みにおい

て歳入が歳出に対して不足するということでありますよね。繰上充用は

本来なら決算赤字にならないために措置されるものでありますが、これ

から予算先食いをして出すのであれば諸支出金ではないんですか。いき

なり目的がない中から繰り上げて出すものではないんではないですか。

諸支出金ではないんですか。予算書は予算措置をすれば目的別にやるん

ではないんですか。これは予算書の目的別ではないではないですか。繰

上充用金っていうのは、そもそも違うのではないですか。 

 

古川副市長 普通の予算ですと諸支出金とか雑入とかあるんですけど、これは

繰上充用ということで、本来次年度のお金を前年度にもってくるという

措置ですので、こういうような記載の仕方が地方自治法の施行規則で定

められておりますので、普通の単年度会計の予算とは若干違うというこ

とで御理解ください。 

 

中村博行委員長 ほかにありますか。予算書のほうはそういう記載の方法にな

っているということで理解して資料１のほうから何かありますか。 

 

藤岡修美委員 リース料について教えていただきたいのですが、平成２９年度
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末で６億９，０００万程度残っており、今この平成２９年度の返済額が

３，８３５万７，０００円となっております。それの返還見込年度とリ

ース料の内訳が分かれば教えていただけたらと思います。 

 

上田公営競技事務所長 それでは、リース料の返済の部分でございますが、２

９年度は３，８３５万６，５００円、３０年度からは終了が３８年度に

なります。それが７，６７１万６，５５４円になります。平成３８年度

で全額返済が終了します。これは相手方がいわゆる関係団体のオートレ

ース振興協会に返済する部分でございまして、合併前８車８枠を導入し

たときに関わるリース料でございます。リース料については、各種今ま

で例えば平成１８年度がホスト機器の関係とか、フライング判定装置、

中継機器、新賭け式、三連単を導入する部分のリース料も残っておりま

した。これの全部返済が終了しまして、民間関係に関するリース料もご

ざいましたがこれも平成２１年度に終了いたしておりまして、これに関

わる部分は全部済んでおります。この８車８枠関係で導入した機器に関

するリース料が全部合併前から繰延べとしてきた関係がございますので、

今現在はこれが載っている状況でございます。いわゆる額として残って

おりますので、この分を平成３８年度までオートレース振興協会に返済

するということになっております。 

 

中村博行委員長 結局リース料の一番最初の金額が途中でいろいろ変わってき

ているからはっきりと総額が何円ということは言いにくいってことです

かね。（「そうですね」と呼ぶ者あり）主に残っているのは８車８枠制

になったときの機械ですかね。（「そうですね」と呼ぶ者あり）リース

というものは各種機械がオートレースの競技のシステムが変更になって

いくことによって機械が変わってきた際のリースが残っているというこ

とで御理解ください。 

 

河﨑平男委員 １号２号交付金について説明いただけますか。例えば１号はど

んなものに使えるとか、どれくらいの率とか。１号２号っていうのを説
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明していただきたいと思います。 

 

大下公営競技事務所副所長 ＪＫＡの法定交付金の法に基づいた御説明をさせ

ていただきます。この法定交付金につきましては、小型自動車競走法２

６条に定めてあります。収益をもって小型自動車、その他の機械の改良

及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の

発展、体育振興、その他住民の福祉の増進を図るために施策を行うもの

に必要な経費の財源に充てるものとするというふうにうたわれておりま

すので、ＪＫＡの補助が実際にされておりますけれどそういったものを

使用目的にされております。３号交付金につきましては、施行規則の２

２条に定めてありますけれども、ＪＫＡの主な事務費になります。この

利率は売上げに応じて決まっておりまして、これも小型自動車競走法２

０条に定めております。内訳はかなりややこしいんですが、１号交付金

につきましては、８日間の１開催での売上額が３億６，０００万以上４

億８，０００万未満の場合は、売上金の額の１，０００分の６、ただし

売上金の額の１，０００分の９７６が３億６，０００万未満となるとき

は当該売上金の額と３億６，０００万円との差額の１，０００分の２５

０という非常に複雑な計算式になっております。更には、４億８，００

０万以上６億未満の場合は売上金の額の１，０００分の７、ただし売上

金の額の１，０００分の９７２が４億６，８４０万未満になるときには

当該売上金の額と４億６，８４０万円との差額の１，０００分の２５０

というふうに定められております。 

 

中村博行委員長 要はね、１号２号というのは、どういう違いがあるのか。た

だ、期間が最初のときに交付金を猶予してもらったのが１号なのか、そ

の後また発生したものについてそれが２号なのかっていう１号、２号の

違いを説明してもらいたい。 

 

上田公営競技事務所長 先ほど大下が言いましたように、それぞれの交付金は

計算が違います。平成３０年度の予算としましては、私たちがＪＫＡ交
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付金を考えるときに１号から３号までの分は、大体売上げの２．１から

２．２％。それぞれ違いますので、例えば１号交付金の予算は約８，０

００万、２号交付金は５，５００万、３号交付金は４，１００万で組ん

でいます。それぞれ目的が違いまして、１号交付金の中から機械工業振

興補助金で全国からの申請に基づいて補助がされます。２号交付金につ

いては体育関係、社会福祉等、公益事業振興補助事業ということで、そ

ういったところに補助がされています。３号交付金はオートレースの公

正、円滑な実施を図るための事業として、ＪＫＡも収益を求める団体で

はありませんので、小型自動車競走法に定められた団体ですが、それに

対する運営の交付金ということで各場からこれを納めることになってい

ます。 

 

中村博行委員長 要するにそれぞれ目的が違うということね。 

 

奥良秀委員 リース料に戻りますが、平成２９年度の未済で６億９，０００万。

今後、また何か借りたりする予定はありますか。 

 

上田公営競技事務所長 これは合併前にできた大きな額のリース料です。今後、

こういった形のリース料の組み方は、やる予定はありません。 

 

中村博行委員長 売上げが下げ止まったということで、底のときからは上がっ

たかなという気がしています。売上げの傾向を言ってもらえればと思い

ます。 

 

上田公営競技事務所長 売上げの状況について説明します。返還金を含んだり

していますので、ざっくり説明しますと、平成２８年度が重勝式、返還

金を除いて約７７億ありました。平成２９年度は本場開催にかかる売上

げが約７１億８，９００万で、約５億２，０００万の減少になっていま

す。これについては、第一に今年１月のＧ２若獅子杯が積雪での中止に

より、１億４，０００万円の減額と捉えています。ポテンシャル的には
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維持していましたが、Ｇ２ということで、順延するかどうか等いろいろ

判断し、シミュレーションし、一番被害の少ない１日中止という結論を

出し、結果的に１日減になった関係で１億４，０００万円減になってい

ます。それから時期的に工事の関係等があり、Ｇ１、Ｇ２という冠がつ

かない普通開催で、伊勢崎場で場間場外が受けられないということにな

りました。２９年度はそれが１０日間ありました。伊勢崎場で山陽の開

催を発売する額が約１，１００万ですので、１０日として１億１，００

０万円の減。それから普通開催における休日発売日の減少ということで、

平成２８年度は日程調整の効果もあったのですが、盆休み等を含めて実

質休日の扱いにされる発売日が９日ありました。 

ところが平成２９年度は９月の土日、いわゆる青年部のぶちうまです

が、それが土日の２日。１２月も土日が２日ありますが、２場での完全

併売ということで、実質平成２９年度は２日ということで、９日から２

日ということで７日間の減として、２，２００万の七日分で１億５，０

００万。それから普通開催において平日で併売による売上げの減少もあ

りました。平成２９年度は、１２月２２、２３と２４日でございました

が、平日併売があった関係で、その分の減少が１億２，０００万。この

四つが５億２，０００万円の減少の原因です。この原因がなければ２８

年度のポテンシャルは維持していたと捉えています。先ほど言いました

四つの関係について、積雪による中止がありましたが、後期の日程は発

表されていませんが、平成３０年度は積雪が多い１月から２月の上旬の

開催はありません。場外発売ですが、工事関係による場間場外なしの状

況は、平成３０年度はありません。川口が発売の関係で売れないときが

ありますが、これが盆開催のとき、逆に川口が売らなくても盆の効果が

あるので、この辺の影響はないと捉えています。休日発売の減少につき

ましても平成３０年度は５月のゴールデンウィークの開催、今年も盆開

催がございます。１２月２３、２４も開催があります。そういった形で

自主的に４日程度は休日発売がありますので、２９年度のような２日と

いうところはないかと思います。平日併売による売上げの減少も、平成

３０年度はありません。現在４月の平成チャンピオンカップが終わりま
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した。５月の連休の開催も終わりまして、予算が約８０億のペースでい

っておりますが、その予算に対し３，６００万円の減の状況であり、ざ

っくりですが、６月以降の開催もありますが、７９億台のペースとなっ

ています。今後の開催もありますが、特に５月開催、これは５月５、６、

７、８と行っておりまして、５、６がゴールデンウィークの休日でした。

そのときに伊勢崎のナイターとの併売、併売というのは山陽で１レース

から１２レースまで夕方までやりますが、午後２時半ぐらいから、伊勢

崎でナイターが開催されます。その日は併売ですので、山陽の本場開催

でも１０レースから３レースほど若干売上げが１割程度減ることになり

ますが、そういうことがあるにもかかわらず、７、８の月火は全場発売

でしたので、売上げが５億５，５８０万で、先ほど言いました９月のぶ

ちうまフェスタでの八日間の開催に匹敵する、そのときの開催の売上げ

の９８．５％、約９９％というところで維持している状況です。もちろ

ん、今後もいろんなイベント、取組をしまして、この売上げは維持して

いこうと思いまして、２９年度の７１億８，０００万という状況には到

底ならないと捉えています。 

 

中村博行委員長 様々説明いただきましたが、私が聞いたのは、この近年でず

っと売上げが下がってきたでしょう。一番底は何年で、どのくらいだっ

たかということよ。 

 

上田公営競技事務所長 前年度の比較と今年度の状況を説明しました。平成２

６年度が６９億、平成２７年度が６５億、平成２８年度が７７億、平成

２９年度が７１億８，９００万ということで、我々としても２７年度の

６５億が一番低い状況で、ベクトルとしては低いかもしれませんが、回

復傾向にあると捉えています。経済産業省、ＪＫＡもそのように捉えて

います。全場のいろんな状況がありますので、決して油断するわけでは

なく、いろんな取組を施しながら頑張っていきたいと思っています。 

 

藤岡修美委員 先ほどの３、４、５で６番の三つの債務解消額が計上されてい
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ますが、先ほどの説明で３番の交付金の猶予分は２９年度で終わって、

４番のリース料が３１年度で終わるということで、３２年度からは累積

赤字の解消ということだけに、（「３８年度」と呼ぶ者あり）３８年度

ですか。 

 

中村博行委員長 確認です。リース料の終了年度は。（「３８」と呼ぶ者あり） 

 

藤岡修美委員 ６番の３０年度からは二つの債務解消額ということで計上され

ることになるんですか。 

 

中村博行委員長 返済計画は２年前ぐらいに出されたということですけど、今

後はこれを含めて変更されるということでよろしいでしょうか。それは

どのくらいの時期に改めて返済計画が出ますか。 

 

上田公営競技事務所長 累積債務の計画については、業界でも新たな取組をし

ていることがあります。そうしたこともあって変わってくると思ってい

ます。本会議でも申しましたが、平成３０年度に入りまして売上状況も

方向的にも良くなっていると捉えていますが、重勝式の関係で既に１，

０００万以上の収益が出ています。成立も１日で２回から３回になって

いますので、収益も５，０００万以上、６，０００万、７，０００万と

なります。開催収支に関わる債務解消額に充当される額もかなり増えて

くると思いますので、そういった状況を考えると、可能性としては、分

かりやすく言えば、リース料、来年から７，６００万ございますけど、

収益が７，６００万以上になれば、累積赤字が、繰上充用の額が１２億

７，０００万が、今回が一番ピークだと捉えていますので、来年度１２

億６，０００万になるのか５，０００なのか分かりませんけど、できる

だけこれがピークから減っていくような状況になると捉えています。 

 

中村博行委員長 返済計画はいつ頃できる予定ですか。 

 



14 

 

上田公営競技事務所長 今年度中には示せると思います。 

 

藤岡修美委員 ７番の施設改善基金の目的は、例えばレース場の舗装とか、建

屋関係とかですか。 

 

上田公営競技事務所長 目的は施設改修に関わる部分です。２９年度はたまた

まありませんが、走路改修であるとか、大きな工事の関係のときには、

この基金を取り崩して充当するようになります。今後のことも考え、こ

の基金にある程度蓄えながら事業を運営していくことも大事なので、こ

の基金については、ある程度一定の額は維持していくことが重要だと捉

えています。 

 

中村博行委員長 建物の耐震化にも活用はできるということですか。 

 

上田公営競技事務所長 委員長が言われましたとおりそういった部分にも活用

できます。 

 

奥良秀委員 今その７番の施設改善基金ですが、基本的に健全な体質、積立て

している金額ですね。どのくらいだとお考えでしょうか。 

 

上田公営競技事務所長 やはり大きな施設でございますので今後どのようにす

るかっていうことも、ちょうど今基本構想、基本計画の中で協議してお

りますけど、いわゆるどこのよその場の状況を見てもまだちょっとこの

額では少ない状況ではあるかと思います。やはり１０億程度は、本当は

あるべきだと思いますけど、ただこれについても今後のその取組につい

ていろいろ業界の中で協議している部分もございまして、ある程度この

施設改善基金のこういう状態でもそうした課題がクリアできるような今

関係を構築している状況でございます。 

 

岡山明副委員長 今回問題になった充用金という名目なんですけど、この充用
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金のＭＡＸといったらおかしいんですけど、充用金は２７年ずっといく

と大体１億９，５００万。負債のちょうどリース代と交付金ですか。こ

れが大体同じような形で２億円程度の充用金がずっと積み重なって最初

に２６年が５億４，０００万ぐらいからずっとスタートしていってます。

そういう状況の中で今回が１億８，０００万ですね。負債っていうかそ

の充用金の金額が昨年２９年と比べて。昨年２９年が１０億９，０００

万で今回が１２億７，０００万っていう状況ですので今回は１億８，０

００万。その前が１億５，５００万。当然、内訳を見ると１億５，５０

０万の金額はリース代の平準化と、その金額が半額になったと。そうい

う状況の中で今まで２７年度が１億５，５００万がリース代の平準化の

半額っていうことでそれがどうも反映されて金額合っているんですけど、

そういう意味で繰上充用の先ほど債務の返済計画という話の中あったん

ですけど、ＭＡＸっていうんですかね、どこの辺でその返済の充用額が

今回、１２億７，０００万くらいですかね、そういう形が増えてくるっ

ていう状況、今回１２億７，０００万、それが来年度にはもういよいよ

リース代っていうかＪＫＡの交付金がなくなります。そういう状況の中

で振替をどういうふうに、来年度極端な話状況からいくと、ＪＫＡの交

付金の１億３，０００万。今回は１億４，９００万ですけど、そういう

形になると、状況的に充用額を落とせるという状況なんですけど、その

辺はどう考えられているかちょっと充用額の状況っていうんか、その辺

をお願いしたいんですけど。 

    

上田公営競技事務所長 今繰上充用額は予算っていうことで１２億７，０００

万ということになっていますので実際は繰上充用額として決算で９月に

はまた報告しますが、その上の１２億６，２３１万３，０００円という

ことになりますので、いわゆるこの今までの分に対して加わるのは１億

７，４５５万６，０００円ということで今年度の予算としては１２億７，

０００万ということで繰上充用額の補正予算出してますけど、来年度に

ついては先ほどちょっと触れましたけど、開催収支の状況、それから重

勝式の成立状況によります収益の確保によりましていわゆるリース料の
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返済の７，６００万以上の収益が上がるというふうに捉えておりますの

で、その分で来年度からは、この１２億７，０００万の繰上充用が１２

億６，０００万になったり、このいわゆる３０年度から２９年度の決算

見込みに対して行う充用額が一番ピークだと捉えております。 

 

岡山明副委員長 当然ピークになるのはＪＫＡの交付金１億３，０００万、今

回１億４，０００万。同じこと言うんですけど。１億４，０００万、５，

０００万ありますのでその返済がなくなりましたので当然１億５，００

０万、３，０００万近い金額が当然この返済に対しての条件として浮い

てくるという状況で充用金にするか、あと負債のほうに振り込むかとい

う形になるんでしょうけど、そういう状況の中でまずは、今回は充用金

という状況になってますので、充用金の部分の金額は今後ずっと下がる

とそういう意味でいよいよ１億３，０００万が使えるという状況でさっ

きお話した債務の返済の計画っていうのは、来年度がいよいよ１億３，

０００万どういうふうな形を持っていくかっていう状況で、期待してい

るといったらおかしいんですけど完全に返済に回れるかなあと、回して

もらえるかなあと思っとんですけどね。その辺はどうですかね。 

 

上田公営競技事務所長 いわゆるＪＫＡ交付金の返済が終わりましてもですね、

１億３，０００万、それから２９年度が１億４，９００万。これが終わ

りましても、決して１億３，０００万がなんか使えるお金で浮くわけで

はございませんので、いわゆるこの分が三つの累積債務ということで累

積赤字のほうに加わっておりましたので、これが今までどおり１，２０

０万とか１，３００万程度の収益解消でございましたら、７，６００万

から１，２００万を引きました５，４００万程度の赤字が加わることに

なりましたので単純に１２億７，０００万から５，０００万、６，００

０万加えると来年は今度は１３億の繰上充用になることになりますので、

その可能性が非常に少なくなっているというふうな状況になっているこ

とで今まで説明したところでございます。 
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中村博行委員長 要は三つの債務の合計で考えるべきだということですよね。

そういうことですよね。はい。あと財調についてなんかあれば。 

 

中岡英二委員 さきほど売上げが平成２６年、２７年度ですか６５億と底をつ

いたということで、いろんなイベント等をして集客し、売上げを上げて

いきたいということを言われてましたけど、どのようなイベントを考え

られていますか。実際今やられていることでもよろしいです。教えてく

ださい。 

 

上田公営競技事務所長 やはり、２７年度、先ほど言いました６５億、これか

ら今２８年度、２９年度、３０年度とそれぞれの場でもいろんな工夫等

ございますが、やはり一番大きいのがやはり民間ポータル。今まで電話

投票っていいますと、ＪＫＡ主導で行いますオフィシャルの電話投票が

ございますが、民間いわゆるオッズパークとか、ギャンブーとかチャリ

ロトとかいわゆるギャンブーなんかは日本トーターがやる分なんですけ

ど、そういった部分の民間が行ういわゆるネット関係の電話投票、こう

いった分の売上げがすごく加わっておりまして、この民間ポータル、や

っぱり民間の力っていうのは大きくて、会員数も常に増えております。                                                           

例えば２７年度６５億のときには８億台だったんですけど、２８年度は

１１億、２９年度は１３億７，９００万ということで、こういったとこ

ろは売上げの大幅アップになっております。一方、共用場外、サテライ

ト、競輪の場外発売所がございます。そうしたところで、窓口を１窓か

ら２窓をオートレースの発売のほうに持っていくということで、やはり

経済産業省が競輪も同じように管轄しているということで、こうした分

の発売というのがやはり２６年度辺りからかなり増えております。始め

た当初の２６年度では、１億４，０００万程度だったんですが、これが

２９年度は４億近くの売上げになっていますし、こうした共用場外の拡

充、今現在２８か所ございまして、そうした部分のサテライト分がござ

います。それから本場等ございますが、これについてもちょっと２９年

度はそもそも積雪による中止がございますが、大体７億台を維持してい
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る状況です。今後もいろんな発売等取り組みながら、もちろんイベント

も今までは今日本写真判定と２６年度から包括的民間委託しております

が、特にまちづくりということで、いろんな活用ということで、いろん

な団体による活用が増えております。それまでは場外発売ということで、

場外発売のときにいろんな走路の中で競技会するとかございましたけど、

ある程度本場の売上げにも効果があるような、いろんな団体との関わり

方ということで、昨年度は先ほど言いました９月のところで山陽商工会

議所の青年部が主催する「ぶちうまフェスタ」による開催ということで、

そうしたことは特に影響があるのが本場開催とか、そういうふうにござ

います。大きな効果はあれですけど、回数を重ねることによって、こう

いった効果がどんどん出ると思いますので、そういったところは新たな

取組ということで、去年特に山陽で行いました。各場もそういった各場

で行ういろんな取組も実績を踏まえてやっておりますので、そうしたと

ころで本場、サテライト、民間ポータル等の民間の力、もちろんオフィ

シャルのほうもいろんな優遇措置を行いながら、今後も取り組んでいき

たいというふうに思います。 

 

中村博之委員長 そういった結果が１０億ぐらい上がってきたということかと

思います。 

 

岡山明副委員長 今のお話なんですが、どの程度の売上げに対する目標額は設

定されておられるんでしょうか。 

 

上田公営競技事務所長 やはり売上げが２８年度のような７７億でいきますと

市への収益保証、日写への委託料等、おおむね状況を見て適正な部分で

結果が出ると思います。７７億出せば払戻金等売上げに関わる経費もご

ざいますが、ほかはほとんど固定費でございますので賞金につきまして

も売上げが伸びたら賞金が増えるわけではないので、私たちは７６でも

と思っているんですけど、７７億、７８億になればより市への収益保証、

委託料等に反映する部分は出てくると思っております。 
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岡山明副委員長 今、金額的に話をされて２８年の７７億あればいいんではな

いかという話で、２ページに入るんですけど日本写真判定の包括的民間

委託料っていうのが５億３，０００万になっているんですが、今回２９

年度に契約更新されておられますよね。その内容で委託料と市の最低保

証の金額がどうなっているか確認の意味でお聞きしたいんですがお願い

します。 

 

上田公営競技事務所長 これは平成２９年度からも契約更新しておりますけど、

当初年度契約ということで、例えば、平成２９年度は当初契約、日写へ

の委託料が６億２，０００万円、そして市への収益保証は６，０００万

円ということで当初契約しております。ただ、売上げが減ったことによ

り歳入がぐっと減ってくることがありますので、前年度、２８年度は６

億９００万円払っております。ところが、この収益の状況によりまして、

日本写真判定と協議を何回か行うことによりまして、つじつま合わせで

はないのですが、いろいろ実績等を考慮して、今後の投資等も踏まえた

中で、一応この５億３，０００円、そして市への収益保証は４，３８６

万円になっておりますが、そうしたことで精算をした結果になっており

ます。 

 

中村博行委員長 もう２ページのほうに行きましたので。１ページはほとんど

ないと思いますので、２ページに行きますので、今の関連も含めてです

ね。 

  

岡山明副委員長 今のお話で民間委託料が５億３，０００万円という状況なん

ですけど。その辺、契約は６億２，０００万円ですね。そうすると、１

億９，０００万弱の差があるという状況の中で、オート自体の運営を写

真判定のおかげで民営化しているという状況になっているんですけど、

そういう意味で、９，０００万のマイナスのような形で、執行部が今言

われたのが、７７億でトントンという状況の中で、写真判定側のほうの
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収支が１億円近いマイナスという状況であれば、つじつまが合わんなと

いう状況で、もう少し売上げがないとと思ったんですけど、その辺はい

かがですか。 

 

上田公営競技事務所長 これは計算の手法とかいうのは若干違いますが、い 

ゆる歳入あっての契約ということで、これが包括的民間委託なので、い

わゆる平成２６年度より前、平成２５年度までは日本トーターと民間委

託しておりました。これについては、売上げの何％プラス収益保証とし

て約１億何ぼかの契約となっておりました。そういうところで、いわゆ

る、日本トーターのときには歳入から最低保証を引いた残りが日本トー

ターへの委託料ということでございますが、そういったことを避けるた

めにも、２６年度は当初の部分で、一旦契約を結びつつも、売上げがあ

ればある程度収益を含めた部分の中での精算、あるいは売上げがなけれ

ば、決して赤字にはならないような状況での精算というふうに捉えて協

議しております。というところでございますので、この辺はもちろん売

上げを上げるために民間委託していることもございますので、その辺は

市のほうも協力しながら、日本写真判定に委託することによって、今後

売上げを伸ばすことによって、伸びれば、また日本写真判定のほうにも

大きな収益が出てくると思いますので両者で頑張っていきたいと思って

います。 

 

中村博行委員長 副委員長は前回、総務にもいらっしゃったので、その辺の契

約内容が若干分かっておられると思うんですが、今現在の契約で委託料

が６億２，０００に万円とおっしゃったんですけど、その契約の中で市

への最低保証は幾らになっていますか。 

 

上田公営競技事務所長 平成２９年度の当初は６，０００万円で、それが２ペ

ージにも出ておりますけど、４，３８６万円になっております。 

 

中村博行委員長 ２８年度が最近の売上げで大きいですね。そのときの委託料
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と市への保証は幾らだったんですか。これが目標とおっしゃったんで。 

 

上田公営競技事務所長 ２８年度は日写への委託料の当初契約は６億５，００

０万円で、結果は６億９３０万の委託料、そして市へ収益保証は、当初

が５，０００万で、結果が５，０００万です。 

 

中村博行委員長 そうすると先ほどおっしゃったような７７億くらいあれば、

大体双方ウインウインであるというふうなことですね。はい。 

 

岡山明副委員長 この市の収益保証４，３００万、これは市のほうの地域公益

事業、この８００万か何か、この５，０００万のほうに入っているので

しょうか。 

 

上田公営競技事務所長 ２ページの真ん中辺りになりますけど、収益保証４，

３８６万３，０００円ございますが、この分が右側の地域公益事業８８

７万３，０００円と、それから固有経費と書いてありますが、３，１０

６万、これになっております。この合計を引いた額が３９３万ほどあり

ますが、この額が債務解消となります。ということで、今の収益保証４，

３８６万はそういった人件費等の固有経費と地域公益事業と債務解消に

充当する額になります。 

 

岡山明副委員長 確認です。市の収益保証というのは５，０００万ではないん

ですか。今違うんですかね。 

 

中村博行委員長 決算見込みが４，３００万になっている。（「決算見込みで

ということ」と呼ぶ者あり）契約が５，０００万やったけど。売上げが

それだけ下がっているから。双方が下がっているわけ。契約は一応そう

いう数字が挙がっているんだけど、結構、双方柔軟な話合いで柔軟な数

字にしているというところで理解してよろしいでかね。はい。 
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岡山明副委員長 ５，０００万というのが市の収益の最低保証じゃないんです

か。 

 

上田公営競技事務所長 ５，０００万は、あくまでも収益保証ということで、

最低保証ではありません。ただ交渉の中で２８年度までは、いわゆる我々

の事情もありまして、せめて５，０００万というところで維持していた

だくようにお願いしておりましたけど、やはり２９年度さすがに売上額

が、雪等の中止もあって、７１億９，０００万になったことも踏まえて、

ある程度重勝式のほうで収益のほうで上がっていることも踏まえて、そ

うした交渉の結果となっております。日本写真判定のほうも、今後、市

への収益保証が減った分がありますけど、まだまだいろいろな改修、特

に走路改修等についても構想がありますので、そういった分が早期に行

えるように、将来を見据えた精算というふうにも捉えております。 

 

岡山明副委員長 では、最低保証じゃないと、そういう話を今お伺いしたんで

すが、では包括の分の委託料に関して、６億２，０００万とあるんです

が、これも売上げによって上下するということですか。 

 

上田公営競技事務所長 これは平成２６年度からの契約によりまして、そうい

うのを精算する段階でありますので、逆に、今どうしても我々はこの売

上額、これが７７億ということで、平成２８年度ある程度結果が出まし

た。そういった辺りで、その目標に行くようにこの売上げになっており

ますので、７６、７７になれば、この辺の６億２，０００万、６，００

０万の委託料と収益保証の額は確保できると思いますので、これが逆に

８０億とか売ることができれば、また今度は、逆にこの６億２，０００

万、６，０００万、足した分以上のものが出てきますので、また協議の

中で、分けるというとおかしいですけど、委託料、収益保証に調整する

ことになります。 

 

岡山明副委員長 そういうことで売上げによって上下が当然出てくると思いま
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すが、極端に上がってくると、収益保証も、包括委託料も契約内容が変

わるという状況ですか。極端な話、トーターじゃないけど、トーターの

とき４億５，０００万くらいという状況のときもあった状況で、これは

非常に厳しいという状況で、今回同じようなことは、同じような轍は踏

まないような形、当然今売上げのほうもそれなりの努力をされている状

況で、逆に考えたときに上下乱気流があったときに収益保証、包括の委

託料も変更されるという、低い場合はどうしょうもないんですけど、高

くなればある程度は契約内容が更新されるという柔軟性を持っていると

いう解釈でいいですか。 

 

上田公営競技事務所長 いわゆる当初契約に加えて３月までの実績を踏まえて

精算として契約するということになりますので、その辺はもちろん日写

等の実績、それから収益保証、もちろん日本写真判定も山陽小野田市の

累積債務の状況を注視しておりますので、その辺も考慮しながら、先ほ

ど言いましたように、将来的な投資も含めて、こうした精算契約になっ

ております。 

 

岡山明副委員長 では、契約に関しては、例えば今年は売上げがすごく増えた

という状況になれば、その年、年に更新されるという状況ですか。契約

内容が毎年変わると。 

 

上田公営競技事務所長 契約の更新ではありません。あくまでも年度契約は、

今２９年度から５年契約で回っておりますが、その分の当初の委託料、

収益保証ということは、６億２，０００万と収益保証が６，０００万、

これに基づいて予算を組んでいます。毎年精算のときにそういった協議、

交渉を行って、精算契約として整理するということになります。 

 

中村博行委員長 それでは２ページのほうでお願いします。 

 

水津治委員 今、岡山さんがるる御質問された内容と一緒なんですが。結果的
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に開催に係る収支は、通常はプラスマイナスゼロと。売上げが伸びたら

日本写真判定の努力、そして売上げが伸びなければ、日本写真判定では

努力してないとしか結果的には考えられないと思うんですが。プラスマ

イナスゼロということになるということですね。オートレースの開催に

係る収入が出る可能性はあるんですか、ないんですか。 

 

上田公営競技事務所長 その２で行きますと、歳入今ここ７５億８，０００万

あります。右側にそれぞれ義務的経費、開催経費ござまして、収益保証、

そして５番で包括民間委託料がございます。ここの７５億が７７億、８

０億となれば、例えば右側の経費も払戻金、ＪＫＡ交付金等は変わって

きますけど、変わらない経費もございます。そうした関係で、今度は左

側の歳入が増えると、いわゆる今現在は５億３，０００万、４，１００

万足しますと、５億七千何百万かになりますけど、これが５億七千何百

万か、先ほどありました当初計画の６億以上の額になってきますので、

そういった辺りで、歳入歳出はゼロになりますけど、その中で日本写真

判定の委託料と収益保証がそれぞれ当初契約の分よりも増えることにな

って、あとはそれをどのように配分するかということになってきます。

先ほど言いましたとおり、決して売上げが減ったのは日本写真判定のせ

いということでなくて、売上げが伸びるように包括的民間委託をしてい

ることもございますが、日程調整等は主に施行者がやる部分であります

ので、もちろん売上げについては両者、そして業界含めてやっているこ

とでございますので、そこは決して売上げが減ったのが日本写真判定の

せいだというふうに全く捉えておりませんので、そこは御了承お願いし

ます。 

 

中村博行委員長 相対的に、船橋場がなくなって業界全体が危機感を持って一

生懸命取り組んでいるということですね。それは日本写真判定もしかり、

市もしかりということであろうかと思いますが、オートレースの場合は

雪とか天候に非常に左右されるという点もあるので、この辺がいつも流

動的だということは、皆さん御承知置きください。 
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岡山明副委員長 日本写真判定の会社として、包括的民間委託料なんですけど、

現状の中で会社自体の運営、プラスというか、赤字とか黒字とかあるん

でしょうけど、山陽オートの売上げで会社として運営が継続できると。

前回の日本トーターのような撤退をされるというのは１番怖い部分と思

っているんですが、写真判定自体の会社の存続に対する今の売上げでは

だんだん会社に対しての状況というか。よその会社だからそれは知らん

と言われたらあれなんですけど、その辺は今の売上げで写真判定が現状

そのまま継続していただける状況なんですか。その辺の売上げと状況で、

先ほど７０億になると言われたけど、７７、７８ぐらいで日本写真判定

も経営自体は大丈夫と、その辺はお聞きしたい。 

 

上田公営競技事務所長 私たちも日本写真判定と日々いろいろな協議しながら

やっていますけれども、売上げ等の減の分析、これは全て日本写真判定

も捉えているところがありまして、私たちといつも共有はしています。

２９年度こういった結果になりましたけれども、分析もした上で３０年

度の見込みはお互いで共有してやっています。今後へのいろんな改修等

の、特に走路改修について、日本写真判定が構想を持っていますので、

それがあるということもありますし、そういった方向での協議をしてい

ますので、決して今の状況で今すぐにどうのこうのとは捉えていません。 

 

河﨑平男委員 日本写真判定さんは、公営競技場を何箇所ぐらい持っていらっ

しゃいますか。 

 

上田公営競技事務所長 オートレースは山陽オートだけなんですが、競輪で、

この近くで言えば広島競輪、東に行きまして上から行きますと千葉競輪、

富山競輪、松阪競輪、京都の向日町競輪があります。他場の状況はあれ

ですが、新聞報道等を見ると特にどこか撤退するとか、非常に収支が悪

いとかは今のところ聞いていないです。 
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中村博行委員長 選手賞金ですが、一時、川口が非常に売れていた時期に選手

賞金が場によって違ったということも聞いているんですが、今全場同じ

と考えていいですか。 

 

上田公営競技事務所長 全場同じ基準の制度といいますか、一緒なので、よそ

の場と賞金が違うということはありません。 

 

岡山明副委員長 当たるんですの状況、去年４００万円ぐらいしかなかったが

今年１，０００万円近くあるみたいなんですけど、その辺の現状はどう

いう形になっているのか、教えていただきたい。 

 

上田公営競技事務所長 本会議場でも申しましたが、今年の１月の若獅子頃か

ら成立状況がすごく良くなりまして、３０年度に入ってもかなり良くな

っています。最初、４月以降、それまで１０日に１回という状況もあり

ましたが、いろんな取組によりまして、１月ぐらいから３日に１回程度

になって、４月、特に平成チャンピオンカップ頃から毎日成立するよう

になりまして、５月２５日頃から２回、４回、今非常に毎日２回か３回

の状況です。平成３０年度に入って、５００円だけで８６回成立してい

ます。この状況で行きますと、１日１回でも年間約５，０００万円以上

の収益がある関係で、既に５月２１日現在で１，２５０万円ぐらいあり

ますので、大体今の平成２９年度の債務解消額はここの部分で維持して

いる状況です。今後、１日１回でも５，０００万円以上はあるかと思い

ますので、この状況が続けば開催収支を踏まえてかなり収益確保ができ

ると思っています。 

 

中村博行委員長 ８６回というのは平成３０年度に入ってから。１月じゃなく

４月から。はい。すごいですね。 

 

岡山明副委員長 ５００円、３，５００円、３万５，０００円とあるんですけ

ど、その売上げってどのぐらい出ていますか。 
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長村公営競技事務所主任主事 昨年度の当たるんですの状況ですが、５００円

(ミニ)が５２回成立していまして、３，５００円（メガ）が１回の計５

３回成立しています。内訳としましては、全体が１億１，９５５万２，

０００円になるんですけれども、メガが約１，４００万円の売上げにな

っています。 

 

中村博行委員長 ギガはまだ成立していない状況ですね。これは購入されてい

る方はずっと待機になるわけですか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 そうです。ギガについては１４０口前後で残っ

ているんですが、購入金額がプールされているという形で、そのままス

テイされている状況です。 

 

中村博行委員長 これは期限はないんですか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 期限はありません。 

 

中村博行委員長 ほかにありますか。それでは３枚目も含めてあれば。３枚目

は各場の比較ですから、傾向ということで。 

 

奥良秀委員 山陽の本場入場者数１日当たり１，４６９人ということですが、

オートレース場の駐車場、あれだけの広大な敷地があるんですが、そう

いったものが必要かどうかお答えください。 

 

上田公営競技事務所長 特に入場者数約１，４００人と言いますと、これまで

議会に対しても言っていますとおり、土日、平日でも大きいレースのと

きには２，０００人を超えるときがありますが、１，８００人くらいを

超えると、いわゆる埴生駅の東側の駐車場にとめる車が出てくる状況で

す。ただ、これまでも議会に対して言いましたとおり、１番東側の駐車
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場が果たしてどうかというのもあります。その辺は今後の整理もしなが

ら、そうは言いながら今いろんな形で本場以外でも活用が出ています。

そういった活用も頻繁に行う中で、活用については今までと違う考え方

で、慎重に検討していきたいと思っています。 

 

奥良秀委員 ちなみに、車で来られる方と埴生駅とか公共交通機関を使われて

来場されるお客さんというのは把握されていますか。 

 

上田公営競技事務所長 私も合併前に宣伝担当でいて、いわゆるＪＲ、ファン

バス等ありましたが、バスで来られるお客さんの率、ＪＲで来られるお

客さんの率も把握していたんですが、今はほぼ限りなく１００％近く車

で来られるお客さんが多いかと思います。 

 

奥良秀委員 駐車場の運営に関して、いろんなところにオートレース場を開放

されて、使っていただいている状況ですが、今後駐車場の使用料を取っ

ていく意向があるのかないのか。 

 

上田公営競技事務所長 あくまでも借地契約として地権者と結んでいますので、

借地料を取ってとは考えていません。その代わりまちづくりということ

で、いろんな形でレース場を活用していただいて、まちづくりにつなが

るところに使っていただくということで考えています。 

 

河﨑平男委員 これからも、駐車場は第２も第５も必要ということで理解して

いいですか。 

 

上田公営競技事務所長 もちろん必要な状態で活用していくことが大事だと思

いますけど、先ほどそして一般質問等で回答してまいりましたけど、必

要・不必要な部分は現状を捉えて整理していきたいと考えています。 

 

河﨑平男委員 それについては民間委託の業者とも協議されているんですか。 
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上田公営競技事務所長 もちろん借地等の契約にも日本写真判定は入っていま

すので、十分協議してやっています。 

 

河﨑平男委員 この売上入場者集計表の中で、ミッドナイトがありますが、こ

れは１４０．９％でいいですよね。この説明をしていただけますか。 

 

中村博行委員長 ミッドナイト、駐車場、建屋の耐震関係は、所管事務として

次の委員会で協議したいと思います。（発言する者あり）ではざっくり

した説明でできればお願いします。 

 

上田公営競技事務所長 ミッドナイトは飯塚でやっています。ミッドナイトは

ネット投票でお客さんを入れずに。ナイター開催とも違って、ナイター

開催は８時半から９時頃のレースなんですけれども、ミッドナイトはそ

れ以降１２時までのネット投票中心で、お客さんを入れずに走行する部

分です。今現在オートレースは飯塚だけで行っていますけれども、その

売上げも１日平均５，５００万円程度、日によっては６，０００万円、

７，０００万円という状況が出ていますけれども、平成２９年２月に業

界の協議・決定によりまして、どんどん拡充していこうという方向でも

ありますので、飯塚だけでなく現状を含めての研究という段階になって

います。 

 

中村博行委員長 ミッドナイト、先ほど言いましたように駐車場の件、あるい

は耐震化等々各課題も残っていますので、今まで総務で審議されたこと

ともつながりますが、これはまた改めてこの委員会でいろいろ協議をし

ていきたいと思っています。 

 

岡山明副委員長 ３ページ目、本場の入場者のところ１日平均が１００．１％、

専用場外が１０８％、場間場外が８１．８％という状況で、１日の入場

者数が一緒だったらここも１００％に近い数字が出てくるかなと思って



30 

 

いたら２０％低い数字になっている。これはどういう原因なんですか。 

 

大下公営競技事務所副所長 場間場外とはいわゆる川口、伊勢崎、飯塚、浜松

の売上げですので、本場の入場者数とは連動しません。 

 

中村博行委員長 要するに、他場の場外があるときのみの数字ですね。 

 

大下公営競技事務所副所長 これは各場主催のレースの売上げが出ていますけ

れども、山陽で申し上げますと、去年は２７億７，８３８万９，０００

円、８８％減という形になっていますけれども、どうしても今の傾向と

すれば、川口、伊勢崎、浜松、飯塚の場に来られるお客さんも他の主催

レースのときもお客さんも減る傾向があります。ただし、本場のお客さ

んは１００．１％でおかげさまで現状は維持していますので、これも比

べていただけると分かるんですけれども、他場主催レースで本場に来ら

れるお客さんはかなり減っています。その中で、山陽だけは現状を維持

しているということです。 

 

岡山明副委員長 去年は１００％なんですよね。数字見たら。今年急に２割減

っている。当然、他場のレースに参加していない、でも本場の入場者と

いうことは本場開催以外にもお客さんが来場しているということですよ

ね。場間場外のお客さんが券を買う状況ですから。ここでどうしても他

場のレースのときに売上げが落ちているという形。２割も落ちたという

のが去年に比べて極端に落ちている。 

 

上田公営競技事務所長 これは、単純に川口、伊勢崎、浜松の発売能力が落ち

たとかいうことではなくて、先ほど言いましたとおり２８年度、２９年

度比べる場合、休日発売の減少というのが１億５，０００万ほどありま

す。やはり土日の開催が減るとなると、本場だけではなくて、例えば山

陽で開催するときの他場で発売してもらう、先ほど大下が言いましたと

おり、川口、伊勢崎等で発売する分もやはり日曜日での開催の川口場に
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来るお客さんというのがやっぱり多いですので、そういった分の減った

部分とかそういうのもございますので、そういったところに影響する、

同じような原因がここにも影響しているのではないかというふうに考え

ております。 

 

中村博行委員長 全て日程、天候に左右されるということやね。 

 

岡山明副委員長 当たるんですの規制を取るんだということで、家族の話の中

にギャンブル依存症に対する話が必ず出てくると思うんですけど、これ

もしこのまま行くと、委員会でその話が出んかったと思いますので、ギ

ャンブル依存症って国のほうも法律がどうもできそうな状況になってい

るんですけど、対応はどういう形をとられているか、ちょっとお聞きし

たいんです。 

 

上田公営競技事務所長 これについては、既に業界含めていろいろ進んでおり

ます。簡単に状況を言いますと、平成２８年に特定複合観光施設区域の

整備の促進に関する法律、いわゆるＩＲ法が成立して、その後２８年の

１２月に依存症対策の閣僚会議等行われております。２９年の３月３１

日には内閣府がそういったギャンブル対策をどのようにするかという論

点整理を行っております。２９年８月に同じような会議でどのように対

策強化をするかということを具体的に内閣府が発表することによりまし

て、特に今年度に入りましてオートレース業界においても、ほかの業界

もやっているんですけど、ギャンブル依存症対策に対する取組を行って

おります。相談窓口の明示、周知ということで、公式ホームページそれ

から各競走場、民間ポータル等含めて、それからサテライト場も含めて

標示をしておりまして、うちの場においても依存症の相談窓口を設けて

おります。今後そういうのがあれば、また業界含めて対応するようにな

っておりますし、対応体制の整備ということで、今現在問合せ対応マニ

ュアルもできております。うちのほうも規則の改正もしております。今

後そういった本人又は家族から入場禁止等、利用停止等の申告があった
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場合には、発売制限それからネット投票所ではアクセス制限、一般的に

入場も含めてアクセス制限というんですけど、そういうのも行うように

しております。特に今年２月に入って、統一的な運用方針が出されてお

りまして、各場も同じ方針によりまして、規則改正をした上でマニュア

ルに基づいて、対応するようにできております。先ほど言いましたとお

り平成２８年頃からそういった協議が行われて、今現在具体的に対応が

制度の改正もしながら行われているような状況です。 

 

河﨑平男委員 埴生駅を利用されるファンはどのぐらいおってんですか。無人

化になってからその辺が埴生の人も随分悩んでおられるので、どのぐら

いの方が乗り降りされているか御存じですか。 

 

上田公営競技事務所長 先ほど言いましたとおり、全体で何％になるかはっき

りしませんが、そんなに当然５％とか３％はいないと思うので、そんな

にＪＲで来られるお客さんは確かに見受けられます。元は出走表を置い

ていたので、出走表を逆に車で埴生駅に行って取りにこられるお客さん

も見受けられるんですけど、私も状況を見ておりますけど、ＪＲに乗っ

てというお客さんは確かにいらっしゃいますけど、高い率ではないとい

うふうに捉えています。５０人、１００人とかはないと思いますけど、

１０人から３０人。 

 

中村博行委員長 それでは質疑を打ち切ります。討論はございますか。（「な

し」と呼ぶ者あり）討論はありませんので、採決に入ります。それでは

議案第５１号平成３０年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補

正予算（第１回）について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成ということでありますので、議案第５１号は可決す

べきものと決しました。お疲れ様でした。それでは産業建設常任委員会
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をこれにて終了いたします。 

 

 

午前１１時４８分散会 

 

 

平成３０年５月２３日 

 

産業建設常任委員長 中 村 博 行 

 


